
 

 

  



 

対象業種 

【製造業】 
地域振興のための工場等の技術先端型として認められる業種、製品及び加工技術の工場、研究所 

立地手法 

都市計画法第 34 条第 14 号 愛知県開発審査会基準第 11 号 第 1 項 

地域振興のための工場等の技術先端型として認められる業種【※一部抜粋】 

（※カッコ内の数字は、「日本標準産業分類（総務省ホームページ参照）」の分類番号です。） 

●電子応用装置製造業（296） 

  ・医療用電子応用装置製造業（2962） 

●電気計測器製造業（297） 

  ・医療用計測器製造業（2973） 

●医療用機械器具・医療用品製造業（274） 

・医療用機械器具製造業（2741） 

・歯科用機械器具製造業（2742） 

・医療用品製造業［動物用医療機械器具を含む］（2743） 

・歯科材料製造業（2744） 

そ の 他 

・申請地の規模は５ヘクタール未満。 

・市宅地開発等に関する指導要綱に基づき、道路後退、雨水流出抑制対策が必要となります。 

・その他、農地法（農地転用）や工場立地法等の関係法令に基づく手続き等が必要となります。 

・立地にあたっての用地取得は、立地企業（開発事業者）が地権者と個別に交渉する必要があります。 

 

■対象業種・立地手法 

 

【立地にあたってのポイント】 

１．本市は、他自治体のように工業団地を整備して、土地を売り出してはいません。 

２．市街化調整区域の土地に、都市計画法の開発許可を受けて立地します。 

   ※詳しくは、次の「対象業種・立地手法」をご覧ください。 

３．製造業の工場や研究所が対象となります。 

   ※製品等販売のための事務所・営業所は立地できませんのでご容赦ください。 

４．立地にあたっての用地取得は、立地企業（開発事業者）が地権者と個別に交渉する必要があります。 

 

★詳しくは、１ページ目に記載のお問合せ先までご連絡ください。 

※ 認定の可否がありますので、個別にご相談ください。 


